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所管事務調査（行政視察）報告書 

  本委員会は、所管事務調査として先進地の視察を行い、調査を終了したので富

士見市議会会議規則第１０９条の規定により報告します。  

 

記 

 

１  実施期間  令和元年１０月１０日（木）～１１日（金） 

 

２  視察地及び調査事項 

  大 阪 府 吹 田 市 「商工振興ビジョン２０２５について」 

  神奈川県小田原市 「中心市街地活性化基本計画について」 

 

３  出席委員  委 員 長  深 瀬 優 子  副委員長  寺 田   玲 

委  員 吉 原 孝 好  委  員  田 中 栄 志 

委  員  村 元   寛  委  員  伊勢田 幸 正 

委  員  篠 田   剛  

 

４  随行職員  議会事務局主幹  大 熊 経 夫  

 

５ 同行職員  まちづくり推進部長  斉 藤   寛   

産 業 振 興 課 長  佐々木 直 己  

 

 

 （調査結果報告は、別紙とする。） 
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（別紙） 

５－１ 大阪府吹田市「商工振興ビジョン２０２５について」 

 

＜市の概要＞ 

吹田市は、大阪府北部に位置し、市北部は北摂山系を背景として標高２０ｍか

ら１１６ｍのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川のつくる標高１０ｍほ

どの低地から形成され、万博記念公園やサッカーチーム・ガンバ大阪の本拠地と

しても有名である。 

現在、健康医療のまちづくりに力を入れており、大阪で開催されたＧ２０の際

には各国の閣僚からの視察もあったという。民間事業者のアイデアや資金を活用

してカフェを整備するプロジェクト「千里南公園パークカフェ整備事業」も注目

を浴びている。今年のノーベル化学賞受賞の栄に輝いた吉野彰氏の出身地として

も注目を集める。 

 昭和１５年に合併を経て吹田市として市制施行。その後、合併を経て、来年の

市制８０年に合わせて、中核市への移行に向け、準備している。 

 人口は３７２，９４８人（令和元年９月末日現在）、面積は３６．０９ ㎢、令

和元年度一般会計予算の総額は約１，２７０億円である。 

 

（１） 調査事項の概要・経緯 

 吹田市は市内に１万１５２６（平成２８年経済センサス・活動調査）の事業所

があり、また年間の商品販売額は約１兆６千億円で、大阪市に次いで府内２位、

全国でも３５位である。 

平成２１年４月に産業振興条例を制定し、平成２８年に「商工振興ビジョン２

０２５」を策定し、来年、中間見直しに入る。 

また６．５％の市内開業率で、大阪府内３位である。その背景としては、鉄道

の駅が市内１５駅あり、高速道路の吹田ジャンクションや大阪空港へのアクセス

など交通の便の良さがある。開業する業種は物流、卸売関係が多い。 

本市にもある商業施設「ららぽーと」が平成２７年に万博記念公園内の遊園地

の跡地に開業している。 

 

（２） 具体的対応策・取組状況 

①産業振興条例の制定 

 平成２１年に産業振興条例を制定した。これは平成７年ごろから地域の経済団

体が条例制定に向けた運動を開始したことがきっかけとなっており、民間経済団

体による「学習」と「要求運動」が継続して行われている。平成８年に条例制定
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を記載した「吹田市商工振興ビジョン」を策定。平成１８年の「吹田市新商工振

興ビジョン」策定を経て、平成２０年に商工業だけでなく農業・観光業などすべ

ての産業を対象に検討する方針が示され、平成２１年の条例制定となった。 

 

②産業振興条例に基づく施策等 

 条例制定後は、年４回の起業家交流会の開催（毎回５０名前後参加）、実態調

査の実施、地元企業等共同研究開発事業補助金（平成３０年度は４件の利用）、

中小企業ホームページ作成事業補助金（平成３０年度は３件の利用）などの各種

補助金の施策が条例に基づいて行われている。 

 また平成２５年の特区条例制定、企業立地促進条例の制定による優遇税制や固

定資産税の半額相当の補助などの取り組みも行われている。 

 

③商工振興ビジョン２０２５ 

 「地域経済の循環及び活性化による都市活力の創造」を基本理念とし、限られ

た財源の中で、予算を効果的に配分し、商工振興施策を推進するため、平成２８

年に「商工振興ビジョン２０２５」を策定した。施策ごとに目標値を立て、創造

支援や企業立地支援などを展開している。 

推進体制としては、行政が中心となり、吹田商工会議所、すいた経営革新支援

センター（ＳａＢｉＣ、商工会議所の専門セクションとして設置、センター長が

常駐）、国・大阪府、大学、日本政策金融公庫などの金融機関と事業者との連携を

重要視し行っている。 

商工振興ビジョン２０２５の進捗管理と見直しに当たっては、懇談会の位置づ

けとして１４名の委員からなる吹田市商工業振興対策協議会を設置し、プランの

状況を報告する形で議論を行っている。現在、商工業実態調査を実施して市内の

事業所を調査している。それらをもとに令和３年度以降の後期アクションプラン

の策定や実態に合わせた数値目標の見直しなどを予定している。 

  

④市内企業へのアプローチ 

 企業へのアプローチとしては、平成２５年より国の雇用対策の補助金の活用を

きっかけに、専任の非常勤職員を１名雇用し、市内の企業訪問を実施。その中で、

月２回の各種セミナーの案内や企業間のマッチング、大学との連携の相談などを

実施している。ほかにも業界団体の会合に伺ってのＰＲなど、市報やホームペー

ジだけでない、地道な広報活動を展開している。 

 

（３） 効果・課題 

 市内の商店街で、店舗のオーナーの高齢化や事業の引継ぎを行えず、店舗が住
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宅や倉庫として利用される状況があり、エリアとしての価値を高めるための創業

支援策を行っている。 

具体的には、空き店舗対策の補助金を商店街に対して実施し、改装・広告など

に３００万円を上限として、空き店舗のオーナーが商店街と契約する形式をとっ

ている。利用実績は平成２８年度に２件、平成２９、３０年度に各１件の実績が

あり、飲食店が多い。単に商店が埋まればいいという考えではなく、商店街の中

に来てほしい業種なども考慮している。平成１３年度から平成３０年度までの利

用実績は４６件で、現在、１９件の利用店舗が営業している。 

なお平成２２年度までは家賃補助（月額３万円、期間は２年間）も実施してい

たが、補助期間後に廃業となるケースが多いため廃止となった。 

 店舗そのものは個人のものであるため行政が踏み込むことには限界があり、行

政から宅配や移動販売をお願いしたこともあるが、今後、市民が身近に生活用品

を買える環境を維持することが課題とのことであった。 

 

（４） まとめ 

 本市でも吹田市同様にホームページ開設への補助など効果を出している取り

組みがある一方、起業家同士の交流会、市役所のスペースを利用したチャレンジ

ャー事業、そして市の非常勤職員が行っている企業への戸別訪問による各種事業

のＰＲやビジネスマッチングなど、本市では行っていない様々な取り組みを見る

ことができた。これらの施策が産業振興条例や商工振興ビジョン２０２５に基づ

いて体系的に行われており、ららぽーとが市内にあるという点が本市と共通する

中で、その違い等も比較をすることができた。 

本市の産業活性化に向けた施策を練るうえで大いに参考となった。 
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５－２ 神奈川県小田原市 「中心市街地活性化基本計画について」 

 

＜市の概要＞ 

 小田原市は、神奈川県のほぼ南西端に位置し、酒匂川の流れる足柄平野を中心

に、東は大礒丘陵の南西端である曽我丘陵に、西は箱根に連なる火山の外輪山の

跡である山地となっている。南は相模湾に面し、小漁港が点在している。 

 昭和１５年１２月２０日に足柄下郡小田原町、足柄町、大窪村、早川村、酒匂

村の一部が合併し、小田原市が発足した。平成１２年１１月１日に特例市に指定

され、現在は施行時特例市に指定されている。 

 戦国時代に後北条氏の城下町として発展し、江戸時代には東海道屈指の宿場町

として栄え、明治時代には政財界人や文化人の別荘や居住地として愛されてきた。

上杉謙信や武田信玄からの侵攻にも耐えた小田原城は、難攻不落の城と言われ、

全長９㎞にも及ぶ城郭は戦国時代最大の規模を誇った。小田原提灯とかまぼこの

特産地としても全国的に有名である。 

 人口は１９０，１８１人（令和元年９月１日現在）、面積は１１３．８１㎢、令

和元年度一般会計予算の総額は約６７３億円である。 

 

（１）調査事項の概要・経緯 

  小田原市では、中心市街地が低迷している状況にあった中、まちづくり会社、

商工会議所、市、住民、民間事業者などを構成員とする中心市街地活性化協議

会の意見を聞きながら、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向

上を目的に、中心市街地活性化基本計画を策定し、中心市街地を活性化させる

ための各種施策を推進してきた。 

  小田原市中心市街地活性化基本計画は、平成２５年３月２９日に内閣府から

計画の認定を受けた。計画期間は、平成２５年４月から平成３０年３月までの

５年間とした。 

 

（２）具体的対応策・取組状況 

  ①基本方針 

中心市街地活性化基本計画に基づき、市の将来像として「歴史都市として培

われてきた地域資源や人々のなりわいを通じて、多くの人が行き交い、豊かな

時間を味わうことができる賑わいのある中心市街地」を目指し、〈１〉訪れたく

なる・歩きたくなるまちづくり、〈２〉住みたくなる・暮らしやすいまちづくり、

〈３〉持続可能な地域経済の再構築、の３点を基本方針として定め、様々な事

業を実施してきた。 
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②主な取組状況 

  平成２６年１１月 小田原地下街再生事業により、ハルネ小田原オープン 

  平成２７年１１月 お城通り地区再開発事業により、駐車場施設ゾーンがオ

ープン 

  平成２７年１１月 旧ベルジュ新規建物建設事業により、商業施設トザンイ

ーストがオープン 

  平成２８年５月  小田原城天守閣展示リニューアル整備事業により、小田

原城天守閣がリニューアルオープン 

  令和元年度    お城通り地区再開発事業の広域交流施設ゾーン（商業施

設及び公共公益施設など）が完了予定 

  令和３年度    市民ホール整備事業が完了予定 

 

  平成２３年度～  空き店舗活用事業を毎年実施。今後も実施予定 

 

 ③空き店舗実態調査（市） 

空き店舗を営業、非営業、駐車場、住宅、その他、の用途別に分けて、

毎年その件数を調査している。 

 

 ④中心市街地における優良建築物等の整備事業（地権者・民間事業者） 

   中心市街地における建替えの機運が高まっていることから、土地利用の共

同化等に寄与する優良建築物等を整備する市独自の支援策を検討し、地権者

や民間事業者を支援していく。 

 

 ⑤歴史的資源を通じた賑わいと交流のコンパクトシティの形成（市） 

  ・小田原「駅・城」で地域の集客力アップ 

  ・板橋・南町地区の「祇園の文化」で交流空間拡大 

  ・早川地区の「漁港・一夜城」まで広がる観光交流の促進で地域の稼ぐ力を

アップ 

 

（３）効果・課題 

  中心市街地における居住人口については、市全体の人口に占める中心市街地

人口の割合が上昇した。土地利用の共同化や高度化が検討された結果、新たな

住戸の整備や街なかへの居住の動きが顕在化している。 

また、中心市街地活性化の様々な取り組みの推進により、時季を問わず街を

訪れる人数が増加している。特に、小田原駅周辺から小田原城址公園にかけて

のエリアにおける賑わいが増大している。 
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  今後は、中心市街地活性化の取り組みの中の大規模事業が完成する運びとな

っているとともに、民間の各種取り組みも活発化してきている。 

  中心市街地の居住人口は、市全体の人口減少ほどではないものの減少傾向に

あることから、今後注視していく必要があり、居住人口の増加に向けて、民間

主導で実施が検討されている住戸整備や街なかへの居住促進に対する支援策

や補助制度を整備することが課題となっているとのことであった。 

  また、お城通り地区再開発事業や市民ホール整備事業など外部からの集客や

回遊の拠点となる施設整備の早期完了を目指し鋭意取り組むことや、清閑亭を

はじめとする文化的、歴史的資源の既存ストックの利活用を一層進めるととも

に、小田原城天守閣や小田原地下街ハルネ小田原などの既に整備が完了してい

る施設との回遊促進を図っていくことが必要であるとの見解だった。 

 

（４）まとめ 

  小田原市では、中心市街地活性化基本計画終了後においても、歴史都市とし

て培われてきた地域資源や人々の生業を通じて多くの人が行き交い、豊かな時

間を味わうことができる賑わいのある中心市街地を創っていくため、市総合計

画と連動させながら、引き続き、継続して様々な事業に取り組んでいる。 

  富士見市においては、平成２７年度から令和元年度までの５か年計画「富士

見市第２次商業活性化ビジョン」に富士見市の将来像として「多様な主体が創

る、元気な富士見市の商業」を掲げ、地域商業の振興を図るため様々な施策を

展開する中、平成２７年４月には大型商業施設ららぽーと富士見が開業し、商

業集積力や商業の魅力が強化された。今後は、既存の個店や商店街も含めた新

たな商業振興の方向性を検討する必要があると考える。 

  小田原市の中心市街地活性化に向けた取り組み事例や歴史的資源を通じた

賑わいと交流のコンパクトシティ形成の取り組み状況など、参考にすることが

でき、本市における元気で賑わいのある商店・商店街の構築、商店街と市内大

型商業施設との連携事業の促進、及び大型商業施設来店者の市内歴史的資源へ

の回遊促進などが必要であることを改めて認識することができた。 

  また、富士見市第２次商業活性化ビジョンが本年度で終了することから、新

たな計画を策定するに当たっては、賑わいづくりという観点から、小田原市の

取り組み事例は大いに参考になると感じた。 


